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「棚卸資産の評価に関する会計基準」適用に伴う特別損失計上のお知らせ 
 
 
 
当社は、平成 21年 3 月期 第 1 四半期（平成 20年 4月 1 日～平成 20 年 6 月 30 日）において、下記のと
おり特別損失を計上することとなり、個別の特別損失が東京証券取引所の定める適時開示事項に該当しますの
で、お知らせいたします。 
 

記 
 
１．特別損失の内容および発生理由 
当第 1四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第 9号 平成 18年 7
月 5 日）が適用されたことに伴い、たな卸資産の評価方法を変更いたしました。 
これにより、当第 1四半期に、個別で4億 81百万円、連結で7 億 40百万円の特別損失を計上いたします。 

 
２．業績への影響 
上記の特別損失（連結）は、本日発表の「平成 21年3月期 第1四半期決算短信」に反映されておりますが、
期初に想定していた範囲内であり、平成 20 年 5 月 12 日に公表いたしました平成 21 年 3 月期の連結業績予
想への影響はありません。 

以 上 
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